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自己株式（普通株式）の取得終了に関するお知らせ 
（会社法第 165 条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

  当社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において決議した、会社法第 165 条及び

第 156 条の規定に基づく自己株式の取得を、下記のとおり実施し、終了いたしましたのでお

知らせいたします。なお、取得した株式は、今後当社が発行する株式報酬型ストックオプシ

ョン（新株予約権）の行使により交付することとなる予定の自己株式を除き、全て消却する

予定です。 

 

記 

 

１． 取得株式の種類      当社普通株式 

２． 取得株式の総数     283,500 株 

３． 株式の取得価額の総額  149,990,515,000 円 

４．取得方法            東京証券取引所における信託方式による市場買付 

５．取得期間          平成 20 年 7 月 7日から平成 20 年 7 月 24 日まで 

 

 

（ご参考） 

※１．今後も、市場環境や当社の収益動向等を踏まえ、更なる自己株式の取得枠の設定、   

および自己株式の取得・消却を実施することで、今後 2 年程度での完了を目指して、

第十一回第十一種優先株式（発行総額 9,437.4 億円）に関する希薄化対策に取組ん

でまいります。(今回の取得分も含め、今年度約 4,000 億円目処) 

 

※２．平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会における決議内容 

（１） 取得する株式の種類   当社普通株式 

（２） 取得する株式の総数   600,000 株（上限） 

（３） 株式の取得価額の総額  1,500 億円（上限） 

（４） 取得する期間      平成 20 年 6 月 10 日から平成 20 年 11 月 30 日まで 

  

以 上 

 

 

この文書は、自己株式(普通株式)の取得終了に関して、一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外

を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。 

 


